
壮瞥町空き家改修整理補助金の手続きの流れ

※宅建業者と媒介契約する場合の流れ

町
空き家

所有者

②相談

③宅建業者紹介

※特記事項

① 宅建業者と媒介契約せずに売買等をされる場合は、補助金の交付はその売買等の契約成立の後になります

また、その場合の補助金申請の手続きは、概ね上記の流れに準拠します

 意思

 決定

⑩仲介手数料（成功報酬）支払
※町補助金の対象外

①制度のご案内・説明/宅建協会紹介

　（補助金は不要物整理･改修費の2/3以内、上限30万円）

④相談（図面ほか書類提出）

⑤物件調査の結果･参考価格を提示

（不要物整理･改修費についても助言）

⑦媒介（委任）契約

⑥制度利用申込書を町に提出
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〇営業活動、購入等の条件調整

町ＨＰで周知

町不動産情報

提供事業

〇不要物の整理、改修

⑧補助金交付申請書を町に提出（契約書･領収証コピー等添付）
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〇購入希望者等との条件調整、重要事項説明

売買等

代金受領


